
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１９１号 

事故等種類 衝突（かき筏
いかだ

） 

発生日時 平成２５年１０月１４日（月、祝日） １８時３０分ごろ 

発生場所 広島県廿日市市厳島南西方沖 

 広島県大竹市所在の大竹港小方一文字防波堤南灯台から真方位０６

９°３,０５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.６′ 東経１３２°１５.７′） 

事故等調査の経過  平成２５年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 順
じゅん

清
せい

丸、５トン未満 

 ２７０－３７８０２広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷 

かき筏 竹製の枠組みが折損及び割損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、釣りを終えて

廿日市市塩屋漁港に向けて帰途につき、船長が、操縦席で見張りを行

い、手動操舵により、厳島南西方沖を北西進中、厳島南西方沖にかき

筏（以下「本件かき筏」という。）があることを知っていたが、本件

かき筏に設置された標識灯を確認できず、平成２５年１０月１４日１

８時３０分ごろ本件かき筏に衝突した。 

 本件かき筏付近は、市街地の明かり及び月明かりの海面反射があっ

た。 

 船長は、本件かき筏に衝突したことを海上保安庁に連絡した。 

 本船は、引き下ろしができなかったので、船長及び同乗者は、来援

した知人の船に移乗して塩屋漁港に戻った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期 

日没時刻：１７時３８分 

月出時刻：１４時３３分、月齢 ８.６ 

 その他の事項 

 

 船長は、衝突後、本件かき筏付近に黄色の閃光灯が光っていること

を認めた。 

 本件かき筏は、辺の長さが１０ｍ×２０ｍの長方形であり、本件か

き筏の北端には、水面からの高さ２ｍ以上の所に黄光の閃光を発する

灯器を有する光達距離３km の標識灯が設置されていた。 



 

船長及び同乗者は、それぞれ救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、厳島南西方沖を北西進中、船長が本件かき筏に設置された

標識灯を確認できなかったことから、本件かき筏に衝突したものと考

えられる。 

 船長は、市街地の灯火及び月光の海面反射により、標識灯を確認で

きなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、厳島南西方沖を北西進中、船長が本件か

き筏に設置された標識灯を確認できなかったため、本件かき筏に衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダーを設備しない船舶は、夜間、航行する場合は、速力を減

じ、見張りを適切に行うこと。 

 


